
1

相

続

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
調
書
の
記
載
事
項
等
）

（
調
書
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
条

省

略

第
三
十
条

同

上

２
～
６

省

略

２
～
６

同

上

７

法
第
五
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に

７

同

上

掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一

受
託
者
の
引
き
受
け
た
信
託
に
つ
い
て
受
益
者
（
受
益
者
と
し
て
の
権
利
を
現
に

一

受
託
者
の
引
き
受
け
た
信
託
に
つ
い
て
受
益
者
（
受
益
者
と
し
て
の
権
利
を
現
に

有
す
る
者
の
存
し
な
い
信
託
に
あ
つ
て
は
、
委
託
者
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

有
す
る
者
の
存
し
な
い
信
託
に
あ
つ
て
は
、
委
託
者
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
別
に
当
該
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
を
法
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五

。
）
別
に
当
該
信
託
の
信
託
財
産
を
法
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定

条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
評
価
し
た
価
額
（
当
該
財
産
の
う
ち
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

に
よ
り
評
価
し
た
価
額
（
そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
信
託
に
つ
き
法
第
五
十
九

評
価
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
財
産
の
見
積
価
額
。
以
下

条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
当
該
信
託
と
受
益

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
（
そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
信
託
に
つ

者
が
同
一
で
あ
る
他
の
信
託
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
従
前
信
託
」
と
い
う
。
）

き
法
第
五
十
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
当

に
つ
い
て
当
該
事
由
が
生
じ
て
い
た
場
合
は
、
当
該
信
託
及
び
当
該
従
前
信
託
の
信

該
信
託
と
受
益
者
が
同
一
で
あ
る
他
の
信
託
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
従
前
信
託

託
財
産
を
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
評
価
し

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
当
該
事
由
が
生
じ
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
信
託
及
び
当

た
価
額
の
合
計
額
）
が
五
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
（
当
該
信
託
又
は
当
該
従
前
信

該
従
前
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
を
法
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で

託
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
信
託
財
産
を
法
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定

の
規
定
に
よ
り
評
価
し
た
価
額
の
合
計
額
）
が
五
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

に
よ
り
評
価
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
事
情
が
存
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

二
～
五

省

略

二
～
五

同

上

８
・
９

省

略

８
・
９

同

上

法
第
五
十
九
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各

同

上

10

10

号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

国
税
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
省

二

国
税
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
省

令
第
四
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
届
出
を
し
た
者

同
令
第
五
条
の
二
第
一
項

令
第
四
条
第
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
届
出
を
し
た
者

同
令
第
五
条
の
二
第
一
項

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
記
載
事
項
を

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
記
載
事
項
を

同
項
に
規
定
す
る
特
定
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
か
つ
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
か
ら

同
項
に
規
定
す
る
特
定
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
か
つ
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
に
規
定
す
る
所
轄
税
務
署
長
（
当
該
届
出
を
し
た
者
が
同
条
第

第
三
項
ま
で
の
規
定
に
規
定
す
る
所
轄
税
務
署
長
（
当
該
届
出
を
し
た
者
が
同
条
第

七
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
第
十
五
項
に
規
定
す
る
税
務
署
長
）
に
対

七
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
第
十
五
項
に
規
定
す
る
税
務
署
長
）
に
対

し
て
、
当
該
特
定
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
、
及
び
国
税

し
て
、
当
該
特
定
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
、
及
び
国
税

庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
権
限
を
付
与

庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
権
限
を
付
与
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す
る
方
法

す
る
方
法

省

略

同

上

11

11

法
第
五
十
九
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
記
録
用
の
媒
体
は

法
第
五
十
九
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
記
録
用
の
媒
体
は

12

12

、
光
デ
ィ
ス
ク
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

、
光
デ
ィ
ス
ク
、
磁
気
テ
ー
プ
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

～

省

略

～

同

上

13

15

13

15

附

則

附

則

（
事
業
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
）

（
事
業
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
）

７

施
行
令
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

７

同

上

る
要
件
の
全
て
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

事
業
経
営
者
は
、
第
一
号
に
規
定
す
る
五
年
前
の
年
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
又

三

事
業
経
営
者
は
、
第
一
号
に
規
定
す
る
五
年
前
の
年
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
又

は
当
該
五
年
前
の
年
以
後
に
お
い
て
相
続
若
し
く
は
遺
贈
若
し
く
は
贈
与
に
よ
り
取

は
当
該
五
年
前
の
年
以
後
に
お
い
て
相
続
若
し
く
は
遺
贈
若
し
く
は
贈
与
に
よ
り
取

得
し
た
財
産
に
係
る
相
続
税
若
し
く
は
贈
与
税
に
係
る
国
税
通
則
法
第
六
十
六
条
第

得
し
た
財
産
に
係
る
相
続
税
若
し
く
は
贈
与
税
に
係
る
国
税
通
則
法
第
六
十
六
条
第

一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
（
無
申
告
加
算
税
）
の
無
申
告
加
算
税
又
は
同
法

一
項
若
し
く
は
第
四
項
（
無
申
告
加
算
税
）
の
無
申
告
加
算
税
又
は
同
法
第
六
十
八

第
六
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
重

条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
重
加
算
税
に

加
算
税
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
重
加
算
税
）
の
重
加
算
税
を
課
さ
れ
た
こ
と
が

係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
重
加
算
税
）
の
重
加
算
税
を
課
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
か

な
く
、
か
つ
、
当
該
各
年
に
お
い
て
所
得
税
法
第
四
編
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
（

つ
、
当
該
各
年
に
お
い
て
所
得
税
法
第
四
編
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
（
源
泉
徴
収

源
泉
徴
収
）
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
て
納
付
す
べ
き
所
得
税
に
係
る
国
税
通
則
法
第

）
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
て
納
付
す
べ
き
所
得
税
に
係
る
国
税
通
則
法
第
六
十
七
条

六
十
七
条
第
一
項
（
不
納
付
加
算
税
）
の
不
納
付
加
算
税
又
は
同
法
第
六
十
八
条
第

第
一
項
（
不
納
付
加
算
税
）
の
不
納
付
加
算
税
又
は
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
若
し

三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
同
条
第
三
項
の
重
加
算
税
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
重

く
は
第
四
項
（
同
条
第
三
項
の
重
加
算
税
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
重
加
算
税
を

加
算
税
を
徴
収
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

徴
収
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

四
～
七

省

略

四
～
七

同

上

第
九

号
書

式
第

九
号

書
式

信
託

に
関

す
る

受
益

者
別

（委
託

者
別

）調
書

信
託

に
関

す
る

受
益

者
別

（委
託

者
別

）調
書

省
略

同
左

備
考

備
考

一
・

二
省

略
一

・
二

同
左

三

「信
託

財
産

の
価

額

」の
欄

に
は

信
託

財
産

に
属

す
る

財
産

を
相

続
税

法
第

2
2

三

「信
託

財
産

の
価

額

」の
欄

に
は

信
託

財
産

を
相

続
税

法
第

2
2
条

か
ら

第
2
5
条

、
、

条
か

ら
第

2
5
条

ま
で

の
規

定
に

よ
り

評
価

し
た

価
額

（当
該

財
産

の
う

ち
こ

れ
ら

の
ま

で
の

規
定

に
よ

り
評

価
し

た
価

額
を

記
載

す
る

た
だ

し
信

託
財

産
に

つ
い

て
。

、
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規
定

に
よ

り
評

価
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

当
該

財
産

の
見

積
当

該
規

定
に

よ
り

評
価

す
る

こ
と

を
困

難
と

す
る

事
由

が
存

す
る

場
合

は
こ

の
限

、
、

価
額

五
７

に
お

い
て

同
じ

）の
合

計
額

を
記

載
す

る
り

で
な

い
。

。
。

。

四
省

略
四

同
左

五
摘

要
欄

に
は

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

事
項

五
同

左
、

、

を
記

載
す

る
た

だ
し

７
の

場
合

に
お

い
て

７
に

規
定

す
る

従
前

信
託

に
つ

い
。

、
、

て
信

託
に

関
す

る
受

益
者

別

（委
託

者
別

）調
書

を
提

出
し

て
い

る
と

き
又

は
当

、

該
従

前
信

託
以

外
の

信
託

に
関

す
る

受
益

者
別

（委
託

者
別

）調
書

で
摘

要
欄

に
当

該
７

に
規

定
す

る
従

前
信

託
に

係
る

７
イ

か
ら

ハ
ま

で
の

事
項

を
記

載
し

た
も

の
を

提
出

し
て

い
る

と
き

は
こ

の
限

り
で

な
い

、
。

１
６

省
略

１
６

同
左

～
～

７
そ

の
年

の
１

月
１

日
か

ら
そ

の
信

託
に

つ
き

四
１

か
ら

４
ま

で
に

定
め

る
事

由
７

そ
の

年
の

１
月

１
日

か
ら

そ
の

信
託

に
つ

き
四

１
か

ら
４

ま
で

に
定

め
る

事
由

が
生

じ
た

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
当

該
信

託
と

受
益

者

（受
益

者
と

し
て

の
権

利
が

生
じ

た
日

の
前

日
ま

で
の

間
に

当
該

信
託

と
受

益
者

（受
益

者
と

し
て

の
権

利

を
現

に
有

す
る

者
の

存
し

な
い

信
託

に
あ

つ
て

は
委

託
者

）が
同

一
で

あ
る

を
現

に
有

す
る

者
の

存
し

な
い

信
託

に
あ

つ
て

は
委

託
者

）が
同

一
で

あ
る

、
。

、
。

他
の

信
託

（以
下

「従
前

信
託

」と
い

う
）に

つ
い

て
当

該
事

由
が

生
じ

て
い

他
の

信
託

（以
下

「従
前

信
託

」と
い

う

）に
つ

い
て

当
該

事
由

が
生

じ
て

い
。

。

た
場

合
で

当
該

信
託

の
信

託
財

産
に

属
す

る
財

産
を

相
続

税
法

第
2
2
条

か
ら

第
た

場
合

で
当

該
信

託
の

信
託

財
産

を
相

続
税

法
第

2
2
条

か
ら

第
2
5
条

ま
で

の
規

、
、

2
5
条

ま
で

の
規

定
に

よ
り

評
価

し
た

価
額

と
当

該
従

前
信

託
の

信
託

財
産

に
属

す
定

に
よ

り
評

価
し

た
価

額
と

当
該

従
前

信
託

の
信

託
財

産
を

相
続

税
法

第
2
2
条

か

る
財

産
を

こ
れ

ら
の

規
定

に
よ

り
評

価
し

た
価

額
と

の
合

計
額

が
5
0
万

円
を

超
え

ら
第

2
5
条

ま
で

の
規

定
に

よ
り

評
価

し
た

価
額

と
の

合
計

額
が

5
0
万

円
を

超
え

る

る
こ

と
と

な
る

こ
と

か
ら

こ
の

調
書

を
提

出
す

る
こ

と
と

な
つ

た
と

き
当

該
従

こ
と

と
な

る
こ

と
又

は
当

該
信

託
の

信
託

財
産

を
相

続
税

法
第

2
2
条

か
ら

第
2
5

、

前
信

託
に

係
る

イ
か

ら
ハ

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

条
ま

で
の

規
定

に
よ

り
評

価
す

る
こ

と
を

困
難

と
す

る
事

情
が

存
す

る
こ

と
か

ら

こ
の

調
書

を
提

出
す

る
こ

と
と

な
つ

た
と

き
当

該
従

前
信

託
に

係
る

イ
か

ら
ハ

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

イ
ハ

省
略

イ
ハ

同
左

～
～

六
・

七
省

略
六

・
七

同
左

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
十
条
第
七
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
十
項
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び

第
九
号
書
式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

令
和
五
年
一
月

一
日

二

附
則
第
七
項
第
三
号
の
改
正
規
定

令
和
六
年
一
月
一
日
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（
調
書
の
提
出
を
要
し
な
い
事
由
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
相
続
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第

七
項
第
一
号
の
規
定
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
以
後
に
相
続
税
法
第
五
十
九
条
第
三
項

各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
ず
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
当
該
事
由
が
生
じ

た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
書
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
規
則
第
九
号
書
式
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
以
後
に
相
続
税
法
第
五
十
九
条

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
調
書
に
つ
い
て
適
用
し

、
同
日
前
に
当
該
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
調
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

２

新
規
則
第
九
号
書
式
は
、
当
分
の
間
、
改
正
前
の
相
続
税
法
施
行
規
則
第
九
号
書
式

に
定
め
る
調
書
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。


